
事業主・人事ご担当者 各位                  

 

雇用型訓練を活用する企業に対する支援等実施事業（厚生労働省委託事業） 

 

 

  

主催：岡崎商工会議所 、中小企業相談所、地域ジョブ・カードサポートセンター 

 

国の人材開発支援助成金（有期実習型訓練）は、ジョブ・カード制度を活用して自社の

アルバイトやパート等の非正規雇用労働者を正社員にすることを目的に、3 カ月から 6 カ

月の訓練を行うと経費と人件費の一部が事業主に支給されます。センターでは、無料で助

成金のご相談・申請書類作成のご支援をしますので、ぜひセミナーをご聴講の上、助成金

をご活用ください。 

《 開 催 要 領 》 

【日 時】 平成３１年２月１４日（木）午前１０時００分～１１時３０分 

【会 場】 岡崎商工会議所 ５階 ５０３会議室 

【内 容】 人材開発支援助成金（有期実習型訓練）の活用方法と支援について    

有期実習型訓練：アルバイト、パート等の非正規雇用労働者の育成訓練 

講師 訓練ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ（社会保険労務士） 三浦 太介  

【受講料】 無 料（但し、資料等の準備のためお申し込みが必要です） 

【定 員】 ２０名 

【申込先】 ジョブ・カードサポートセンター（岡崎商工会議所 ４階） 奥田 ℡： 53－6522 

【申込書】FAX（0564）53-0101  地域ジョブ・カードサポートセンター行 

人材育成のための助成金活用セミナー 〔２月１４日（木）〕申込書 

受 講 者 氏 名（ふりがな） 職名 受 講 者 氏 名（ふりがな） 職名 

（       ）  （       ）  

事業所名 
 業種  従業員数 

（役員・ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ除く） 
 

今回の受講目的・

講座に望むこと 
 

連絡担当者名  ＴＥＬ  ＦＡＸ  

○ご記入いただいた情報は、当事業の各種連絡・情報提供のために利用するのをはじめ、講師には参加者名簿として配付します。 2018.11.20 

 
 

人材開発支援助成金（有期実習型訓練）の概要 

事業主の要件 ①常用労働者が１名以上いる ②雇用保険等に加入している 

③半年以内に会社都合の解雇なし 等 

受給額 １人当たり３０～４０万円（６カ月の訓練の例） 

１年度の限度額は１事業所あたり１，０００万円 


